
議 員 協 議 会  

 

令和６年８月７日  

委 員 会 室 

 

１  開  会  

 

 

２  理事者報告  

 ⑴  姉妹都市アメリカ・レントン市訪問等の報告について  

 

 ⑵  令和５年８月 23日からの大雨による被害状況等（郷瀬町土砂崩  

  れに係る避難指示解除）について  

 

３  協議事項  

 ⑴  議会運営委員長の報告  

 

 ⑵  令和５年度事務事業評価報告書について  

（総務産業常任委員会・文教民生常任委員会）  

 

 ⑶  各委員会からの報告  

  ア  文教民生常任委員会  

  イ  総務産業常任委員会  

  ウ  広報広聴特別委員会  

  エ  議会運営委員会  

 

 ⑷  各組合議会からの報告  

  ア  北はりま消防組合議会  

  イ  北播衛生事務組合議会  

 

 ⑸  その他  

 

 

４  その他  



令和６年８月７日 

 

 議 員 各 位 

 

                                議会運営委員長   

 

   令和６年７月18日議会運営委員会の概要について（報告） 

 

 去る７月18日に開催しました議会運営委員会の内容につきまして、下記のとおり概要をまと

めましたので、御確認くださるようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 協議事項 

 ⑴ 西脇市議会基本条例の検証について 

   ➡ 別紙のとおり 

 

 ⑵ 議員研修について 

   ➡ 「一般質問について」をテーマに数回開催 

     講師選定は、学者にこだわることなく、有識者や議員ＯＢを視野に入れ調整 

 



                           

 

 

 

令和５年度 
事務事業評価報告書 

 

 

 

評価対象事業名：地区からのまちづくり事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月 

 

総務産業常任委員会 
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評価対象事業名：地区からのまちづくり事業 

 

１ 事業の目的 

  地区まちづくり計画に基づく、地域課題の解決に向けた事業や地域特性を生か 

した事業を実施するために必要な支援を行うことで、自立したコミュニティの確

立を図る。 

 

２ 計画等の位置づけ 

⑴ 総合計画の位置付け 

   「第２次西脇市総合計画 基本計画」 

   第６章：多様な主体による地域自治の確立 

   政策２：持続可能なコミュニティをつくる 

   施策１：地区からのまちづくりを推進します 

 

⑵ 施策体系へ事業の位置付け 

   関連計画 

「参画と協働のまちづくりガイドライン」 

「地区まちづくり計画」 

   

３ 事業概要 

⑴ 実施年度 

令和５年度 

 

⑵ 予算額 

地域自治一括交付金    令和５年度 1,361万円 

地区まちづくり実践補助金 令和５年度   630万円 

 

⑶ 実施内容 

  ア  地域自治一括交付金対象団体との懇談会実施 

    ５月７日 比延地区自治協議会 

５月14日 津万地区自治協議会 

 ５月15日 芳田自治協議会 

５月22日 黒田庄まちづくり協議会  

  イ 地区まちづくり実践補助金対象団体との懇談会実施 

５月10日 重春まちづくり協議会  

５月28日 野村地区まちづくり推進協議会 

 ６月３日 西脇地区コミュニティ活動推進協議会 

〃   西脇区まちづくり委員会  

    ６月14日 よいとこちがうか日野の里 
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４ 成果及び課題 

  今、少子化問題の課題や地域経済の活性化など地方自治体に課せられた課題が増

すなかで、自治体だけでは抱えきれない課題も多くあるのではないだろうか。その

課題解決に向けては地域の団体との協働性が重要となる。地域自治一括交付金対象

団体、地区まちづくり実践補助金対象団体との懇談会において意見を聞くと、地域

の人の力で地域が支えられていることが実感させられた。地域においての課題が何

であるかを把握し、具体的な政策を打ち出し実行している。 

例えば、空き家対策としての古民家再生を実行し、また、地域における子ども会

の運営の手助けとして、地区全体の子どもを対象にした事業の開催、そして地区で

の買い物難民対策として販売車の運営が取り組まれている。このほかにも地域を盛

り上げる季節に応じた様々な行事が開催されている。これらの事業は地域の人々に

よって取り組まれ、地域の人々のボランティアの気持ちで支えられており、大切に

しなければいけない。その一方で課題も見えてきた。共通している課題は今後の人

材確保である。 

地域自治協議会役員の選出は、各団体（区長会、消防団、子ども会等）からの選

出が基本となっており、そのため団体の任期の期間で役員が変わるケースが多く、

継続性に課題があると聞いている。この課題解決に向けては、各団体からの人材と

共に、継続的に地域のことに関わってもらえる人材を個別に選出している協議会も

あった。 

「組織は人である」と言われるように、活動の継続は人材の育成を継続的に行う

ことが基本である。今後の地域を支える一環となるのは地域自治協議会であり、ま

ちづくり委員会等である。市としても積極的なバックアップが必要と考える。 

 

５ 事業評価（５段階評価） 

⑴ 妥当性： ５ 

「成果及び課題」の個所でも述べているが、社会情勢からみても実施すべき事

業であり、団体によっては一定の成果以上の取組と成果があることが伺える。行

政として税金を使うことについても、有効に使われており妥当性があると判断す

る。また、各地域にまちづくり団体が存在し、活動している現状を見ても（地域

によって活動の差はあるが）住民のためになっていると判断できる。 

 

⑵ 有効性： ４ 

市としてのこの事業の目的は、計画に基づく市民の主体的な活動の支援であり、

地域自治協議会の設立及び運営の支援となっている。各地域における市民の主体

的な活動は積極的になされている。また、地域自治協議会も４地区で設立されて

おり評価できる。しかし、５年度においては協議会の設立に至ってない点を鑑み

ると目的がまだ達成できていないとの判断ができる。しかし、未設立の地区での

意見では、まちづくり団体が二つあり、一つの協議会に統一することにより事業

が縮小する可能性があるとの声があり、慎重な対応が必要と考える。 

新しい取組を積極的に取り組んでいる団体もあり、今後、各団体間の話し合い
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もあるとのことで、取組のステップアップも期待するところである。 

 

⑶ 効率性： ５ 

指標として「コスト削減」「実施方法の適正」「地域・民間に委託」が挙げて

あるが、事業そのものがボランティア前提で地域に委託しており、実施方法とし

てこれ以上適正な方法はないと考える。 

 

⑷ 総合評価： ４ 

地区からのまちづくり事業を妥当性、有効性、効率性から考えると、事業は妥

当であり、有効であり、効率的であり、総合的には高い評価に該当する。 

まちづくり事業を考える時には、妥当性、有効性、効率性という物差しだけで

なく、そこに「人」の活動の視点が必要である。まちづくり活動はボランティア

での活動になるため、人の気持ちを充分汲むことが大切で、懇談会で話を聞くと

各団体のリーダーは、委員が気持ちよく活動してもらうためにはどうすれば良い

のかということに気をかけておられたことが特徴的であった。 

 

６ 今後の方向性 

  「現状のまま継続」 

  地区からのまちづくり事業は、委員全員が「現状のまま継続」以上の評価であり、  

「拡充」の評価が半数ある。各委員の内容を具体的に確認すると、拡充すべき点と

して下記の点を指摘しますので、今後の事業に生かしていただくよう求めます。 

・各団体によっては、地域課題解決に向けた新しい取組がなされる場合があり、そ 

のときは行政として積極的な支援をすること。 

 ・時代の経過により補助金の使い方を使いやすいように配慮すること。 

  （例えば、どの団体も活動する委員はボランティア活動であり、地区まちづくり 

実践補助事業の中には、暑い中での作業やイベント等でも現状では経費でお茶一 

本も出せないことになっているとのことである。現在、熱中症などの対策でも水 

分補給などが言われており、市としても補助金の対象として飲料水を検討するこ 

と。） 

 

７ 各委員意見 

〇村井正信委員長 

各地区の自治協議会及びまちづくり委員会等との懇談会を実施し、団体の活動内

容や財政状況を調査した。その結果言えることは、地域が今後も存在していくため

には団体の存続は必要不可欠であるということ。各団体のメンバーはいずれもボラ

ンティアであり、活動も地域の課題を解決するための事業を行っていることを痛感

した。行政のできることが限られるなか、団体の活動はより増えてくるのではない

かと思える。そのためには、財政面でのカバーが今後もっと必要になってくる。 

〇藤原秀樹副委員長 

全体として問題はないように思うが、今後の人も問題や今の在り方で良いのかは、
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絶えず検討しながら前に進んでいかなければならないと思う。今後、少子高齢化が

進むにつれて、このまちづくりが担う役割は非常に大きくなるが、行政が行うのか、

委託して民間が行うのか、住民が行うのか、考えていかなければならないと思う。

各団体の熱量の違いや中心的人物の後継などいろいろな問題を抱えているが、今の

ところは創意工夫などでしっかり行っているので、今後の補助の在り方や方向性は

検討していく必要があると思う。 

〇藤原哲也委員 

全体的には、この事業はなくてはならない事業と考える。有効性で「職員や外部

からの人材活用が十分されているのか」との問は、地域の方がボランティアで活動

していただいているため、外部委託するよりコスト面での削減効果が大きい。事業 

の規模等によるが、スカイマスター（車）レンタル品においては助成すべきと思う。

このように、項目ごとに助成額の見直しをすべきである。協議会等が行う室外での 

作業（例えば、童子山花壇の清掃作業等）に係る熱中症対策のお茶の経費は助成の 

対象にすべきと考える。  

〇藤原桂造委員 

事業のまとまりがとりにくいまちづくり地区があるが、いずれの協議会等も幅広 

い年齢層が参加できる事業があり、補助事業に該当している。そして、賑わいづく 

りとしても妥当である。よって全体的に評価する。 

〇吉井敏恭委員 

自治会同士の連携や行政との協働の取組が必要との認識はあるものの、組織を構

成する委員には、区長等自治会役員の充て職もあり、継続的な運営に不安がある。

まちづくり実践補助金においては、運動中のこまめな水分補給が常識の中、清掃作

業など労力提供へのお茶の支給などについては補助の対象とすべきで改善が求めら

れる。地区の活性化に向けたイベント等での食糧（食材）費については、まちづく

り実践補助金交付規定第４条（４）で対応すべきである。 

参考 第４条 補助対象事業は、次のとおりとする。 

（４）その他市長が必要と認めた事業 

〇村岡栄紀委員 

地区まちづくり実践補助金において、コロナ禍の影響で補助金を使い切れずに返

還されたケースや、お茶代が出ない等の不満などがある。また、地域自治一括交付

金及び地区まちづくり実践補助金、どちらも参加率や継続して活動する人員等の課

題や、地区によっては予算を上げてほしいとの声があるようだが（地区別の詳しい

財政状況が分からない）、私の担当した地区に関しては概ね満足されており、現状

のまま継続するのが妥当だと考える。 

〇東野敏弘委員 

地区からのまちづくり事業には、地域自治一括交付金と地区まちづくり実践補助

金がある。地域自治一括交付金については、使い勝手が良いとの評価を４地域自治

協議会から聞いている。残りの４地区に対し、地域自治協議会の創設に向けて、早

急に取り組むべきと考える。その際、重春・野村地区の扱いには一考を要する。地

区まちづくり実践補助金については、飲食に一切使ってはいけないとの規定がある
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が、イベント等での参加者への炊き出しやお茶代等は考慮すべきと考える。各地区

の住民組織が、より活用しやすい補助金にすべきと考える。 

 〇林 晴信委員 

補助金や交付金について小さな不満の声はあったが、特筆すべき大きな不満の声

はなかった。ただ、事業を担う人材や人員の不安はついて回っている。まちづくり

への参加者意識をどう高めていくかがポイント。参加者意識が高まると担い手の新

陳代謝も確保できるだろう。一般的に自治会の組織率が低い地域で地域自治協議会

を設立されることが多いが、西脇市のように自治会の組織率が高く、権限も持つな

かで、地域自治協議会を設立することは、時に軋轢を生むこともある。これは設立

を促した行政の責任も大きいと感じる。 



評価者

事業評価（５段階評価）

○ △ ×
8
7 1
8
8
6 2
6 2
3 5
3 5
7 1
4 4
－ － －
－ － －
5 3
4 4
－ － －
3 5
－ － －
5 3

5
4
3
2
1

基本政策 多様な主体による地域自治の確立
政策 持続可能なコミュニティをつくる
施策 地区からのまちづくりを推進します

議会による事務事業評価（議員）
評価対象事業名 地区からのまちづくり事業
所管常任委員会 総務産業常任委員会

項目 評価
評　価　内　容

理由（該当する項目を三段階で評価）
（○）良好・すべき　（△）どちらともいえない　（×）不良・すべきでない

エ）他事業とサービスが重なっていないか
オ）他自治体と比べサービスの対象、内容が適切か
カ）市民全員のためになっているか

有効性 4

ア）前年以前と比較し、事業効果は上がっているか
イ）事業目標が達成できているか
ウ）目標が達成可能な事業であるか
エ）目標が低く設定されていないか
オ）職員や外部からの人材活用が十分なされているか

妥当性 5

ア）社会情勢からみて実施すべきか
イ）一定の成果が上がっているか、引続き継続すべきか
ウ）行政で行うべきか（税金を使うべきか）

カ）環境を保全する配慮がなされているか

効率性 5

ア）コスト削減を考えたとき、実施方法は適切か
イ）提供するサービスの質を考えたとき、実施方法は適切か
ウ）地域、民間業者等に委託することが望ましくないか
エ）事業に投入された人員は適切か
オ）事業の合理化は図られているか
カ）受益者負担等は適切か

総合評価 4

（事業評価に対する特記事項及び今後の方向性の理由）
各委員の総合評価は、別紙のとおり。

今後の方向性 拡充 評価指標

※単年度事業以外は
その理由を総合評価
に対する特記事項に
記載

〇 現状のまま継続すべき
極めて高い

高い

見直しのうえ継続すべき
普通

廃止

低い

事業単位を見直し 極めて低い

（統廃合・縮小のうえ継続）



                           

 

 

 

令和５年度 
事務事業評価報告書 

 

 

 

評価対象事業名：多文化共生サポート事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月 

 

文教民生常任委員会 
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評価対象事業名：多文化共生サポート事業 

 

１ 事業の目的 

  日本語指導の必要な外国人児童生徒等に対して、小・中学校に子ども多文化共生

サポーターと日本語指導員を、こども園に多文化共生キッズサポーターを派遣し、

学校園生活への早期適応に向けた生活支援や学習支援を行う。 

 

２ 計画等の位置づけ 

 ⑴ 総合計画の位置付け 

   「第２次西脇市総合計画 基本計画」 

   第１章：未来を拓く次世代が育まれるまち 

   政策６：教育を支える環境を整える 

   施策４：適切な教育機会を確保します 

 ⑵ 施策体系へ事業の位置付け 

   関連計画 ：「第３期西脇市教育振興基本計画」 

   重点目標１：社会の変化を前向きに受け止め、夢と志を持って可能性に挑戦す

る力を育成します 

   施策の柱２：豊かな心の育成/多文化共生教育の推進 

 

３ 事業概要 

 ⑴ 実施年度 

平成29年度から実施                                             

 

⑵ 予算額及び事業内容 

 R４年度 R５年度 R６年度 

予算 1,170千円 1,910千円 3,560千円 

指導が必要な児童生徒等 ８人 11人 18人 

         

国籍 

中国、インド、 

ベトナム、ネパール 

 

中国、インド、 

ベトナム、ネパール 

 

中国、インド 

ベトナム、ネパール 

フィリピン 

 

   派遣回数・・原則として、当該児童生徒の在留期間によって決定 

 

在留期間 

県費による派遣（R５年度） 市費による派遣 

A B C D 

０～６か月 ７か月～12か月 13か月～36か月 37か月～ 

派遣回数 週３～４回 週１回 年間30回 年間10回 

勤務時間 ４時間/回 ４時間/回 ４時間/回 ２時間/回 
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４ 活動内容 

  ア 資料請求 

 令和６年１月の常任委員会で、令和元年から令和５年12月末現在の日本語指

導が必要な児童生徒等について、担当課から説明を受ける。 

  イ 小学校視察 

 委員の理解を深めるため、３班に分かれ、対象児童が通う小学校への視察を

実施 

西脇小学校 

２月５日（月） ８:30～10:10   

ベトナム国籍 ６年生１人（Ａ）２年生１人（C） 

 

重春小学校 

２月７日（水） ８:35～10:15   

中国国籍 ３年生２人（Ｃ、Ｄ） 

 

重春小学校 

２月14日（水） ８:35～10:15 

中国国籍 ３年生２人（Ｃ、Ｄ） 

 

いずれも、１校時は在籍学級の一斉指導において、対象児童が日本語を理解

できないところを通訳するサポーターの様子を、また２校時は別室において、

児童支援教員とともに日本語指導を行うサポーターの様子を視察した。 

    授業後、校長、児童支援教員、サポーターと担当した議員とで意見交換を行

った。 

 

  ウ 視察の所感 

   ・県費によるサポーター派遣から市費による派遣になると派遣回数が極端に減

少してしまうので、その後の学習に支障が生じないか危惧する。 

   ・サポーターの役割は、単に日本語を中国語に置き換えることだろうと思って

いたが、ニュアンスを正確に伝えないと日本語を母語としない児童には理

解できないことがわかり、サポーターの担っている役割の大きさを認識し

た。 

   ・市内若しくは北播磨管内でサポーターを採用できれば、学校教育以外の分野

での活用ができ、喜ばしい限りです。 

 

５ 成果及び課題 

  日本語指導が必要な児童生徒にとって、学習言語の支援は重要である。サポータ

ーや児童支援教員も、単語の一つひとつを対象児童が納得できるまで丁寧に教えら

れていた。 

本事業の成果は、視察をしたことで対象児童にとって大切な事業であることを理
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解することができたことである。このような取組は今後ますます必要となることが 

予測される。担任教諭の負担軽減にもつながり、支援を必要とする児童生徒に対し、

派遣回数の柔軟な対応が望ましいと考える。 

 

６ 事業評価（５段階評価） 

  妥当性： 4.6 

 日本語指導が必要な児童生徒が増えてきていることから、今後も市費を投入し支

援をしていくことは必要である。社会情勢からみても本事業は継続すべきであると

の意見が多かった。 

 

  有効性： 3.6 

有効性に関しての質問内容が目標値や事業効果の比較等評価をするのが本事業に  

は困難であるとの意見があり、どちらともいえないとした委員が大半を占めた。 

 

  効率性： 3.6 

本事業を評価するのにコストやサービス、業者委託、事業の合理化をどのように 

捉えるのか意見が分かれた。良好とする委員が少なく効率性の評価は3.6であった。 

 

  総合評価：4.0 

総合評価は４と高い評価となった。委員会では小学校への視察を行い現状を把握 

し、サポーターや支援する教員が重要であることを認識することが出来た。委員の

評価の平均は「妥当性」 4.6、「有効性」 3.6、「効率性」 3.6、「総合評価」 

4.0である。委員の意見として児童生徒への学習言語や生活言語など充実した支援

が必要であると一致をした。 

 

７ 今後の方向性 

  「拡充」 

  今後の方向としてはサポーターの養成や確保、県費から市費へ移行してからの派 

遣回数の充実等の課題が考えられる。市費の増額になるが充実が必要な事業である。

よって、委員会として今後の方向性は「拡充」とする。 

 

８ 視察におけるその他の意見 

 ・支援する教員は学習の進み具合が思わしくない児童の個別指導も行っている。 

・児童は学校で日本語の習得に取り組めるが、保護者の中には国際親善交流協会が 

  担当している「日本語教室」で学んでいる人もおられる。対応はマンツーマンで

あるが、希望者に対し指導者少ないと聞く。指導ボランティアの充実が必要 

 ・児童生徒支援教員は2023年度は、日野小、双葉小、西脇中学校以外の学校に各１

人加配されているようだが、 700人の児童が在籍している重春小に１人とは相当

無理があると感じた。 

 ・今後は大人も子どもも外国籍の人たちが増えてくると思う。学区だけではなく、
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大人社会も含めて国際親善交流協会の役割・拡充が必要ではないか。 

 

９ 各委員の総括意見 

 ⑴ 浅田康子委員長 

  授業を視察し、サポーターの重要性を強く感じた。来日年数や家族構成等によ

る語学力の差はやむを得ないが、学習面では各児童にきめ細かいサポートが必要

である。サポーターの派遣が県費から市費になると対応が薄くなっている。市内

でサポーターを育成し、人数を増やす対応が望まれる。外国籍の児童生徒が増え

ていることから本事業は拡充すべきと考える。 

 

 ⑵ 森脇久夫副委員長 

   日本語以外の言語を母語とした児童生徒に対する学びの質を確保するためには、

欠かすことのできない事業だと考えられ、対象者の動向も見ながら事業を継続・

充実が必要と考える。 

 

 ⑶ 岸本年裕委員  

   視察でサポーターから日本語を指導することの難しさを伺った。今後は、サポ

ーター自身にも研修等が必要であると思われる。 

 

 ⑷ 杉本佳隆委員 

     一人ひとりの子どもたちと向き合っていくことが最善だと思われるが、来日時

の年齢や家族構成等によって、理解力に差が生じるため、時間を要する。今後も

増えてくるであろう多文化の子どもたちに対応するにはサポーターの人員確保や

予算の増額が必要となる。また、我が国の国際的な立場から見ても、現状維持や

それ以上の必要な事業だと思います。 

 

 ⑸ 高瀬弘行委員 

      在留期間によって派遣回数などが決定されているが、本人の習熟度に合わせた

弾力的な運用も必要と考える。一方、増え続ける外国人の児童生徒の言語や年齢、

在留期間、日本語習熟度などは、多様化しており、将来的には、人権教育課だけ

で対応できる課題ではないと考える。 

 

⑹ 高瀬 洋委員 

   我が国には、就労等の目的で多くの外国人を受け入れており、国際社会の一員

として、この事業の重要性は認識している。ただ、学力面で、どのレベルの達成

度合いで良しとするかは、児童の個人差にも関わってくるため、一概には示しづ

らい。現状での顕在化した問題はないので、現状のまま継続し問題が出てくれば

改善していくという方向で進めたい。 
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⑺ 坂部武美委員 

母語が中国の３年生２人を子ども多文化共生サポーターと加配教諭の生活指導

員で対応に当たっている。２人の学習理解度に差があるが、サポーターが上手に

教えており、指導回数が増えれば徐々に理解度も進むと思う。国語の時間では、

一方的に日本語を教えるのではなく、母語の重要性・その国の文化の両立を図っ

ていた。このことが多文化共生なのだろう。また、サポーターのこの方は、学校

だけではなく保護者と連絡を取り、時間外に相談にも乗っており、ありがたい。

児童は学校で日本語習得が進むが、保護者が母語だけの家庭と日本語が話せる家

庭では、児童の日本語習得に差が出てくるのではないか。その対応策の一つとし

て、国際親善交流協会が担当している日本語教室があるが、希望者に対し指導者

が少ないと聞く。指導ボランティアの充実が必要と思う。以上のことから、まず

はサポーターの派遣数と加配教諭増、国際親善交流協会の日本語教室充実が必要

であり、本事業を拡充すべきと考える。 

 

⑻ 寺北建樹委員  

一律の期間ではなく、対象者の学習能力・到達点にあった派遣回数が必要では

ないか。市費でのカバーを充実させるべきと考える。 
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評価者

事業評価（５段階評価）

○ △ ×

8
7 1
8
7 1
- - -
3 4

2 6
3 5
1 7
2 6
4 4
- - -

2 6
4 4
2 6
2 6
2 6
- - -

5
4

3
2

1

カ）市民全員のためになっているか

評　価　内　容

項目 評価 理由（該当する項目を三段階で評価）
（○）良好・すべき　（△）どちらともいえない　（×）不良・すべきでない

妥当性 4.6

ア）社会情勢からみて実施すべきか
イ）一定の成果が上がっているか、引続き継続すべきか
ウ）行政で行うべきか（税金を使うべきか）
エ）他事業とサービスが重なっていないか
オ）他自治体と比べサービスの対象、内容が適切か

カ）受益者負担等は適切か

ア）前年以前と比較し、事業効果は上がっているか
イ）事業目標が達成できているか
ウ）目標が達成可能な事業であるか
エ）目標が低く設定されていないか
オ）職員や外部からの人材活用が十分なされているか

カ）環境を保全する配慮がなされているか
ア）コスト削減を考えたとき、実施方法は適切か
イ）提供するサービスの質を考えたとき、実施方法は適切か
ウ）地域、民間業者等に委託することが望ましくないか
エ）事業に投入された人員は適切か
オ）事業の合理化は図られているか

有効性 3.6

効率性 3.6

※単年度事業以外は
その理由を総合評価
に対する特記事項に
記載

総合評価 4

評価指標

極めて高い

高い

普通

低い

（統廃合・縮小のうえ継続）

廃止

レ 拡充

現状のまま継続すべき

見直しのうえ継続すべき

極めて低い

議会による事務事業評価（議員）

政策

施策

未来を拓く次世代が育まれるまち

教育を支える環境を整える

適切な教育機会を確保します

文教民生常任委員会」

評価対象事業名

所管常任委員会

基本政策

多文化共生サポート事業

事業単位を見直し

（事業評価に対する特記事項及び今後の方向性の理由）各委員の意見は別記

今後の方向性
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令和６年７月10日・11日 

 

 

西脇市議会 

総務産業常任委員会 
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１  視察実施日及び視察先   

⑴  令和６年７月 10日（水）  

  香川県坂出市役所  

⑵  令和６年７月 11日（木）  

  愛媛県西条市役所  

 

２  視察事項  

  ⑴⑵ともに、土地利用計画について（区域区分の廃止）  

 

３  目的  

  坂出市、西条市は平成 16年５月に「線引き制度」を廃止し、以後  

20年が経過している。その現状を聞き、委員会として「廃止の功罪」

を調査することで、市が行っている区域区分の検討について委員会  

としての方向性を示すことを目的とする。  

 

４  参加者  

総務産業常任委員会  

  委  員  長   村井  正信  

    副委員長  藤原  秀樹  

  委   員 藤原  哲也    藤原  桂造  

  吉井  敏恭    村岡  栄紀  

  東野  敏弘    林   晴信  

  随   行  松原  正佳（都市住宅課長）  
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坂出市における区域区分の廃止の経過と現状  

 

坂出市  

人 口 48,441人  世 帯 数 21,272世 帯  面 積 92.49㎢ （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １

日）  

 

坂出市が区域区分を廃止するに至る前の大きな問題は人口減であっ

た。転出アンケート（平成８年１月１日から平成 12年 12月 31日）によ

ると、転出の理由が「仕事の都合のため」 32.0％、「結婚・離婚のた

め」 26.7％に続き「住宅事情のため」が 14.8％となっており、住宅に

おける内容は「坂出市での土地、住宅価格が高かった（市外に適当な

土地、住宅があった）」や一戸建てを建てる土地がなかった ｣が多く

を占めた。つまり、土地、価格、質の問題が大きく影響していると分

析している。その結果、当時から 15年のスパンで言えば近隣市町の中

で人口が減少しているのは坂出市だけであるという危 惧すべき事態に

なっていたとのことである。  

そして、瀬戸大橋架橋により流通の拠点となるはずであった坂出市

が現実には人口減に悩んでおり、地域の活力もどんどん衰退している

状況を打破するには線引きの撤廃が是非必要であるとの認識に至って

いる。  

平成 13（ 2001）年６月 28日、市議会において「坂出市における線引

き廃止に関する意見書」が全会一致で採択され、線引き廃止に向けた

動きが活発化した。それに合わせ、 12小学校区単位で  347自治会の住

民対象の説明会を 17回、コミュニティ組織対象の説明会を 29回開催し

ている。説明会での質問の多くは、固定資産税がどうなるのかといっ

たことや乱開発を危惧する声が出たとのことであった。これらの経過

を踏まえ、平成 16（ 2004）年５月に線引き廃止を行った。  

線引き廃止後の現状について  

・地域により土地の価格差が出てきた。  

・市街化区域の農地の固定資産税が減少した。  

 （田・畑  平成 16年と平成 17年比較では  9,800万円の減少）  

・旧市街化調整区域に家屋建築が進んだ。  

・全国的な人口減の中でも人口減少のスピードが緩やかになった。  

 （今まで家を建てるために市外に転出していた住民が、市内の旧市

街化調整区域に建てる人が多くなった。）  

・小・中学校生は町中の学校よりも校外地域で増えている。  

・旧市街化調整区域にメイン道路ができたことで、新しい町並みが現

れてきた。  
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西条市における区域区分の廃止の経過と現状  

 

西条市  

人口  103,869人  世帯数  50,858世帯  面積  510.04㎢（令和６年４月

１日）  

 

西条市における線引き制度廃止の主な理由は、市街化区域と市街化

調整区域の土地価格の格差が拡大したことや市街化調整区域の土地利

用規制が厳しいため、住宅の建設が難しくなり、調整区域内の集落の

過疎化と高齢化が一段と進み、「祭り」などの集落コミュニティが存

続の危機に直面したことなどによる。  

平成 14（ 2002）年 10月には西条市連合自治会長会で線引き廃止の要

望が出され、平成 15(2003)年６月に線引き廃止の素案が作成され、同

年 10月には市主催の住民説明会を開催している。県の都市計画審議会

での審議を踏まえ、平成 16年５月 14日に都市計画の決定が下された。  

 

線引き廃止後の旧市街化調整区域での開発状況  

・商業系では、平成 16年から 19(2007)年にかけて開発許可件数が増え、

幹線道路沿線地区に飲食系の集合店舗や大型量販店の立地が進んだ。  

・住居系では、平成 17(2005)年から 20(2008)年にかけて開発許可件数

が増え、市街地に隣接した地域に住居系の開発が進んだ。  

・工業系では、平成 17年と 18(2006)年の開発許可件数が増えた。  

・新築建物確認件数は、平成 16年から 25(2013)年にかけて著しく増え

た。特に用途地域外での増加が目立っている。その後は新築建物件

数も一段落して線引き制度廃止による影響も収 まってきていると、

市としては判断している。  

・人口移動については、平成 16年以降も人口減少の状況となっている。  

・固定資産税の調定額は、平成 16年度は 101億  3,774万円であったが

平成 17年度は 98億  6,260万円、 18年度は 94億  9,908万円と下降傾向

になった。  

・区域区分の廃止によるメリットとしては、旧市街地調整区域での人

口増と地域経済の向上が図れたことで、デメリットとしては、固定

資産税の減少がある。  

・自宅が建てやすくなったことによって、市民の他市への転出は一定

抑えられたが、市街化区域の空洞化が新たな課題となった。  
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所 感  

村井  正信  

坂出市・西条市とも区域区分の廃止の理由として、調整区域 内での

住宅の建設が難しくなったことによる市外への転出の増加と、調整区

域内の集落の過疎化が進んだことを挙げている 。西条市では区域区分

の廃止後の開発許可件数や新築建物確認件数が数年間増加している。

両市とも区域区分廃止後の現状を現地で見て回ったが、確かに幹線道

路を中心とした地域では大型店舗を含む様々な店舗が軒を並べており、

また新築住宅と思われる家屋も多数見受けられた。これらを見るとカ

ンフル的な効果は確かにあったと思われる。  

人口については、両市とも減少傾向は止まっていないが、自然減の

影響が大きいと思われ、新規住宅を他市で建築する人の社会的減は従

来よりも抑えられていると感じた。  

 両市においての区域区分の廃止の進め方は、市民への理解と行政と

議会とが一体になっている。それによって円滑に進んだとのことで、

西脇市においても市民の理解が重要と感じた。  

 課題としては固定資産税の減少があり坂出市で  9,800万円の減少、

西条市で２億  7,514万円の減少となった（平成 16年度と 17年度比較）。

特に坂出市は人口も予算額も西脇市と似通っており、仮に西脇 市で区

域区分の廃止をした場合、固定資産税減額分の大きな影響をどのよう

に緩和するかの検討が必要である。  

 区域区分の廃止により市民の他市への転出が減少傾向になった一方、

市街化区域の空洞化現象が生まれ、国・市が推進しているコンパクト

シティ化と相反することになっている。政策としてどのように位置づ

けるかが問われる。  

今回の視察で、線引き廃止後の現状のメリットとデメリットについ

てある程度理解できたが、西脇市でどのように 対応するかについては、

固定資産税の課題についての検討や、「調整区域」内における住居等

の建築動向に関わる調査が必要と考える。  

  

                               藤原  秀樹  

 今回の視察の第１日目の坂出市は、香川県のほぼ中央部に位置し、

以前は、調整区域が 75％を占めており、近隣市町より多く、市街化区

域は 20％で土地の価格も高く、多くの転出の理由は住宅購入が占め、

利用できる土地も少なく、人口減少流出が起こっていた。まず広報誌

で都市計画における線引き問題の特集を組んで何回も市民の皆様にお

知らせし、アンケートなどをしっかりとられて いたことが良いと思っ

た。廃止により、日本国中、人口減少の時代なので人口増とはい かな
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いが人口流出は緩やかになっており、調整区域では横ばい近くになっ

ており、この区域区分の問題は、人口問題とも直結 すると思う。  

 ２日目の西条市は製造品出荷額が四国第２位、水が豊富で海側には

臨海部工業地帯があり、市街化区域については産業道路を境に工業系

用途と住宅系用途が分離した調和のとれたまちが形成されているが、

住宅の建設が難しい状態となっており、調整区域では過疎化・高齢化、

集落コミュニティの存続の危機などがあり、線引き制度廃止を平成 16

年に行った。幹線道路沿線地区に飲食系の集合店舗や大型量販店が立

地し、市街地に隣接した地域に住宅系の開発が進み、一定の人口 流出

を防いでいると思う。中心地も再開発や区画整理などで空洞化対策に

も取り組まれていた。  

この２日間の視察で改めて区域区分は廃止し、独自の土地コントロ

ールをしていく必要性を感じた。  

人口流出を抑える一定の効果は期待できる。しかし、劇的に人口問

題が解決できるのではなく、これからの孫・子の住む受け皿作りがで

きるのと、やはりイメージの問題も大きいと思う。前に進んでいく西

脇市のためには必要なことだと思う。  

西脇市のリーダーがリーダーとして、この問題をどうしたいのかを

はっきり示す必要がある。  

 

                                              藤原  哲也  

【香川県坂出市】  

今回の視察は、都市計画において、線引き（区域区分）を廃止して

20年が経過した市の状況を確認するために行った。坂出市は香川県の

ほぼ中央に位置し、瀬戸大橋で岡山県とも繋がり四国の結節点となっ

ている市である。昭和 52(1977)年では人口 67,734人を擁する都市であ

った。様々な施策を講じているが、令和６年４月１日時点で、人口は  

48,441人まで減少している。その背景には、昔の坂出市の区域区分線

引き地域の指定後、高度成長時代のなか、人口や世帯数の恒常的増加

に伴い、都市圏が香川中央都市計画区域に入っていた坂出市の土地の

高騰もあり、その周辺へと人口が拡大し、都市計画区域外や周辺市町

での開発が進み、これら周辺市町への人口流出が起こり、その結果、

都市計画区域に隣接する市町に人口が流れ、スプロール現象が起こり、

坂出市にとって人口減少に歯止めがかからないような状況であった と

感 じ る 。 今 か ら 24年 前 に は 全 国 的 な 地 方 分 権 の 波 を 受 け 、 国 が 平 成

12(2000)年５月に都市計画法を改正、線引き（区域区分）制度は全国

一律の基準による運用から、都道府県の選択制へと移行。香川県内で

も特に、行政区域の 75％が調整区域に指定され家が建てられない。ま

た、市内の土地価格が高額なため家が建てられず、転出等による人口



  - 6 - 

 

減少に対する施策に苦しんでいたなかでの坂出市の区域区分廃止の規

制の緩和は、坂出市にとってまちづくり再生へのチャンスであったと

感じる。  

坂出市の取組年表における内容でも確認したが、平成 13(2001)年６

月には県知事宛に市長会から（線引き見直しの実施）要望。平成 13年

６月 28日には、（坂出市議会における線引き廃止に関する意見書） が

全会一致で採択されている。  

当時の「広報さかいで」を通じ、区域区分の問題を市民に分かりや

すく掲載し、市民の意見も広報誌に掲載するなど、共に「区域区分の

問題」について考え、坂出市の人口減少に対する施策を共有している。  

 また、都市計画のおいて、行政が人口減少に悩んでいる現状をあり

のまま伝え、区域区分の廃止によるメリットとデメリットを説明し開

示されている。  

また、 12区域単位での説明会で  347自治会を対象にした住民説明会

の開催やコミュニティ組織も対象にした説明会を経て、平成 16年５月

17日から坂出市において、線引き（区域区分）廃止された。それに伴

い、坂出市単独の都市計画区域マスタープランのもとで、線引きに代

わる新たな土地利用規制を導入された坂出市・新都市計画制度が施行。

他市同様の区域区分廃止による乱開発の抑制のための制度が施行され

ている。  

また、特定用途制限地域（一般環境保全型）、特定用途制限地域  

（一般環境保全型）等、独自の規制が行われている。  

区域区分廃止後、旧市街化調整区域内に家を建てられる方が間違い

なく増加し、市外への転出を食い止め、人口減少を抑制していると感

じた。西脇市においても区域区分の廃止に向けた市民説明会をしっか

り開催し、市民に共感していただけるよう施策に努めてもらいたい。  

 

【愛媛県西条市】  

西条市は、愛媛県の東部、瀬戸内海と山に囲まれた、 県内第４位の

人口を有する  103,972人（令和６年３月末）の都市である。農業と工  

業の両面で発展したようである。また、株式会社宝島社が発行する  

「 2022年版  住みたい田舎ベストランキング」において、若者世代・

単身者部門で全国１位を獲得した実績があり、若者に選ばれているま

ちである。  

西条市における線引き（区域区分）制度廃止への経緯は、愛媛県都

市計画区域における、一定の土地利用規制を行う前提に線引き（区域

区分）廃止の方向を決定。それにより、西条市都市計画も見直されま

した。  

①市街化区域と市街化調整区域の土地価格の格差拡大  
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②市街化調整区域の土地利用規制での住宅の建設が難しい。  

③調整区域の集落の過疎化・高齢化・祭りなどの集落コミュ二ティの

存続の危機に直面していた。  

以上のような課題解決に向けて、線引き（区域区分）廃止に向け、

住民（関係団体）への説明会が平成 14年５月 16日から 15回開催。  

平成 14年 10月開催の西条市連合自治会からも「人口減少している」  

「線引き（区域区分）は廃止してもらいたい」との要望あり。市民へ

の広報による平成 14年６月号から線引き（区域区分）の現状について

連載を開始された。その後、平成 15年 10月から住民説明会も開催され

ている。  

愛媛県の都市計画審議会を経て、西条市の線引き（区域区分）廃止

が平成 16年５月 14日にされ、廃止された土地利用は新たな土地利用の

規制がなされている。  

線引き（区域区分）廃止後の旧市街化調整区域の現状の説明では、  

商業系用途では、幹線道路沿いにあった田んぼが、今は集合店舗や大

型量販店が立ち並ぶ道路沿いになっていた。平成 18年が店舗増のピー

クであったようだが、開発は進んでいる印象である。  

住居系用途では、平成 16年から平成 24年にかけて市街地に隣接した

地域で開発が進み、新築物件が立ち並んでいた。  

 商業系用途では、平成 16年から平成 17年にかけて線引き制度廃止後、

主に用途地以外において開発許可件数が著しく増加していたが、平成

18年度以降は開発許可件数も一段落し、「線引き（区域区分）制度の

廃止の影響は落ち着いたと考える」と分析されている。  

西条市も人口減少は起こっているが、旧市街化調整区域の世帯数増

加が起こっていることは効果があったと考えられる。  

西脇市と比べ規模が大きい市であるが、線引き（区域区分）の廃止

の取組の流れは、大いに参考にすべきと感じた。また、西条市のよう

に現市街化調整区域の新たな賑わいに繋がる本市の施策をすべきと考

える。  

                           

                                              藤原  桂造  

まず坂出市において瀬戸大橋完成前は観光集客、人口流入に大きな

期待はあったものの期待外れに終わってしまったとの報告。どうやら

この瀬戸大橋をそのまま利用して高松市、丸亀市、 新居浜市あたりに

素通りで人が流れたのではなかろうか。そこで地域の活力と衰退を打

破するためにも区域区分線引き廃止を望んだのであろう。西条市にお

いても、区域区分廃止によって転出は抑えられたものの、中心街の空

洞化が課題となった。  

両市とも区域区分廃止の効果により、人口減少のスピードが緩やか
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になり、市外に転出した住民が戻ってきたこと など、一定の効果はあ

ったものの、好影響はさほど見られないのではないか。また、 両市と

もに固定資産税の減収が少しはあった。なお無秩序な乱開発はともに

なかったようだ。  

 これらを参考に我が市においての調整区域線引き廃止後の土地利用

において、まず農業振興の観点から優良農地の保全はキープすべきで

あると思う。そして企業誘致においては、雇用など市全体のメリット

があることから、鹿野町の日清ヨークのような用途を特定した地域を

利用することは良いと思う。あとは想定外のインフラ整備の費用負担

がないよう、緩やかに様子を見ながら進めて行くのがいいのではない

か。（農転、宅地造成）  

 また、我が市の２拠点の市街化区域（学校、病院、消防、大型集客

施設含む商業施設）により良い波及効果が現れるよう配慮をしながら、

慎重に進めていくべきものと思う。  

 両市とも 20年間で大きな成果は出ていないように思う。よって成果

が出るのが予想し難いので、急がずに検討すべきだ。  

 

吉井  敏恭  

坂出市は、高松市・丸亀市・牟礼町 (むれちょう )・宇多津町の３市

２町で構成される香川中央都市計画区域に指定（昭和 46年）されてい

た。３市２町のなかで昭和 60年から平成 12年にかけて人口減は坂出市

のみであった。昭和 52年の 67,734人をピークに人口が減少し続け、昭

和 63年に開通した岡山県倉敷市を結ぶ瀬戸大橋も期待した効果が得ら

れなかった。令和６年４月１日現在の人口は 48,441人。  

坂出市の区域区分（線引き）制度の状況は、市街化区域が  1,879ha

（ 20％）、市街化調整区域 6,889ha（ 75％）、区域外が 477ha（５％）

であり、市街化調整区域における無秩序な市街化の防止に効果が認め

られたが、一方では開発・建築の規制により需要と供給のバランスが

崩れ、質のよい土地・住宅を求めて市外への転出の要因となった。そ

こで、転出の防止策は転入の促進策になるとの考えから、平成 13年に

区域区分（線引き）廃止の方向性を決定した。  

特筆すべきは、区域区分（線引き）廃止について市民の理解を得る

ため「広報さかいで」に≪特集：都市計画における線引き問題≫を ３

回にわたり掲載し、坂出市が進むべき方向性を示したことである 。賛

否の多数の意見や提言、市長と市民との座談会の様 子が掲載されたこ

とにより、市民の理解に大いに役立ったと思われる 。結果、平成 16年

５月 17日に廃止され、土地利用の自由度が高まり、緩やかな規制によ

る土地活用が進むことで、都市活力の向上とともに人口の増加にも繫

がるものと期待しての新たな都市計画制度がスタートし、一定の成果
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を得た。  

しかし、区域区分の廃止から 20年が経過した現在、中心市街地の空

洞化が顕著な状況にある。私は昭和 41年４月から昭和 44年３月の３年

間、坂出市に住まいがあり、活気や賑わいのアーケード商店街を承知

している者にとっては、アーケードが撤去され店舗もまばら、駅前に

立地する大型商業施設も撤退し解体の工事中の状況は想像を絶するも

のであった。区域区分の廃止により都市活力は郊外に分散し、中心市

街地の空洞化が進行したものと思われる。  

西条市（旧西条市・旧東予市・旧丹原町・旧小松町）は、新居浜市

と東予広域都市計画区域に指定（昭和 48年）されていた。  

市街化調整区域の土地利用規制により、市街化調整区域の集落の過

疎化や高齢化が進んでいること、市街化区域と市街化調整区域間の土

地価格差の拡大により市街化調整区域内での土地取得が難しいことを

解消するため区域区分（線引き）制度の廃止を決定した。  

平成 16年５月 14日に廃止され、土地利用の自由度が高まり、緩やか

な規制による土地活用が進むことで、市街化調整区域の集落の過疎化

の歯止めと一定の成果を得た。  

しかし、 20年が経過して、坂出市と同様に都市活力は郊外に分散し、

中心市街地の空洞化が進行している。  

西条市では集約的都市構造（市街地の無秩序な拡大を抑制し、公共

交通にアクセスしやすい場所に、居住機能、医療・福祉等の生活サー

ビス機能等を集積される）の取組に着手している。  

都市計画税は、両市とも区域区分廃止前より課税しておらず、 固定

資産税については市街化区域農地の宅地並み課税の見直しにより減収

となっている。  

先進地の両市では、 20年を経過した現在、中心市街地の活性化やコ

ンパクトなまちづくりの実現を目指している。  

先進地が取り組んだ 20年前とは、人口の自然減や少子高齢化への取

組や考え方も大きく異なっており、西脇市においては土地・住宅の需

要と供給のバランスが「区域区分の廃止」を検討するほど崩れている

とは思われない。  

西脇市では、平成 30年に「西脇市立地適正化計画」を策定しており、

この計画に基づき都市全体の構造を見直し、利便性の高いコンパクト

なまちづくりを推し進めるべきである。「西脇市立地適正化計画」に

反して市街化の拡大に繫がる「区域区分の廃止」は考えるべきではな

く、中心市街地にある空き地・空き家の利用促進に向けた居住誘導策

を考えるべきである。  
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村岡  栄紀  

【香川県坂出市】  

坂出市は平成 16年に、複数の自治体で構成する香川中央都市計画区

域として区域区分を廃止することにより、市街化調整区域において、

これまでの建築等の用途に対する立地制限が緩和され、特に住居系の

建築が可能となっています。その当時（ 20年前）の時代背景として、

モータリゼーション、いわゆる車社会の進行で、市街地が郊外に拡大

しているのにも関わらず、市街化調整区域の面積が近隣の市町と比べ

75％と非常に大きく、かつ、中心市街地の土地の価格が高く、市街化

調整区域との価格差もとても大きいため、坂出市民が住宅を求めて近

隣の市町に転出してしまい、香川中央都市計画区域の中で、当時人口

が減少していたのは坂出市のみといった状況であったようです。また、

坂出市の近隣市町として、県庁所在地の高松市や、県の中核都市であ

る丸亀市などがあり、住宅を求めて転出しやすい立地条件でもあった

のだろうと考察されます。  

そういった時代背景の中、近隣市町への人口流出を防ぐために区域

区分を廃止し、市街化調整区域において商業施設をロードサイドに誘

致しながら、住宅地の開発を進め、市街地を郊外へ郊外へと広げてい

った施策は、 20年前としては正しい施策であり、担当者からも区域区

分を廃止したおかげで、近隣市町への転出をかなり抑えることができ

ているとのお話がありました。しかし 20年間での成果としてはそれぐ

らいで、画期的な大きな変化はなかったようで、逆にデメリットとし

ては市街化区域農地の宅地並み課税の制度がなくなり、固定資産税の

税収が大きく減少したことや、市街地を郊外へ分散する施策を展開す

るなかで人口減現象が顕著になったことで、平成 31年には方向を大き

く変換し、都市計画に関する基本的な方針を示す坂出市都市計画マス

タープランとコンパクトシティ形成を推進するための坂出市立地適正

化計画を策定しています。  

 坂出市と西脇市の違いを考えてみると、本市の中心市街地の地価は

決して高くはなく、周辺に高松市や丸亀市のような大きな自治体もあ

りません。また、 20年間での成果が、近隣市町への人口流出がやや抑

えられた程度の施策を、固定資産税の減少や立地適正化計画の推進を

阻んでまで行うべきものなのか。また、本市において区域区分の廃止

を検討しているのは、企業進出の土地を市街化調整区域に求めること

であり、決して市街化調整区域における住宅施策でないことが根本的

な違いであり、今、歩いて暮らせるまちを目指す時代において、 20年

前の車社会の市街地拡大施策を、本市単体で行うことには、甚だ疑問

を感じるところである。  
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【愛媛県西条市】  

西条市においても、坂出市同様、市街化区域と市街化調整区域の格

差拡大、市街化調整区域の土地利用規制、調整区域の集落の過疎化・

高齢化、「祭り」などの集落コミュニティの存続の危機などを理由に、

平成 16年に区域区分が廃止され、市街地やそれに隣接した市街地周辺

において開発が続けられ、市街地を拡大する施策が進められました。  

視察の後、実際に中心市街地から離れた、かつて市街化調整区域で

あった郊外を中心に車を走らせましたが、ロードサイドに商業系の施

設が立ち並び、その側に比較的新しい住宅が広がるといった風景が目

立ち、 20年前の拡大路線の成功を感じることができ ました。その反面、

駅周辺の中心市街地はあまり活気が無く、かなり寂れた感じもありま

した。これも市街地を郊外に拡大していった功罪なのだなと感じまし

た。  

担当者に線引き廃止後の土地利用の動向の説明を詳しく受けました

が、廃止後数年間は、農地転用や新築建築の需要が著しく高まってお

り、用度地域外である郊外に人の流れが一気に広がっていったことが

推測されます。しかし、現状では、区域区分廃止による影響はほとん

どなくなるとともに、逆に近年では人口減少が顕著になり、その対策

として坂出市と同様に、平成 26年に対策として立地適正化計画を策定

し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークに方向転換をされてい

ます。  

視察時における区域区分の廃止と立地適正化計画の整合性を問う質

問に対して、担当者が、区域区分の廃止により市街地を郊外に拡大す

ることができ、それにより近隣市町への人口流出を抑えることができ

たことは成果であり、これからは人口減少対策として立地適正化計画

へとシフトしていく旨の回答をされましたが、それはまさにその通り

だと思いました。  

20年前に区域区分を廃止し、そこそこの成果が出た今、都市計画の

主体を立地適正化計画にシフトするのは正解であり、正しい選択だと

思いますが、今、まちをコンパクトに賢く縮める立地適正化計画で進

んでいる都市計画に、拡大路線としての区域区分の廃止を加えるのは

大きなリスクであると感じます。  

本市の区域区分廃止の検討は、企業誘致を調整区域内に求めるもの

であり、確実に減少する人口があちこちに分散して住むまちを、固定

資産税を減らしてまでつくることではないということ を再認識したう

えで、検討を進められたい。  

 

東野  敏弘  

 香川県坂出市と愛媛県西条市への視察目的は、特定所管事務調査事
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件「土地利用計画の見直し（区域区分の廃止）」についてであった。

本年１月の京都府綾部市・静岡県伊豆市に続く視察であった。  

 今回、坂出市・西条市へ事前に「見直し時期での課題」と「見直し

20年後の現状」に分けて詳しい質問事項を提出した上で視察に伺った

こともあり、両市とも的を得た説明をしていただき、有意義な意見交

換ができたように考える。  

坂出市は、昭和 63年瀬戸大橋の架橋により市の活性化・人口増の期

待をされたようであるが、架橋により人口の流出がさらに大きくなっ

たようである。（平成 22年国調  55,621人⇒平成 27年国調  53,164人⇒

令和２年国調  50,624人⇒令和６年４月１日  48,441人）ただ、港湾工

業都市として川崎重工業等の大企業が存在し、財政力指数は 0.80であ

る。  

 坂出市は、市街化調整区域が 75％と多く、市外への人口流出が大き

くなっていたため、香川県の都市計画の見直し（区域区分をするかし

ないかを市町の判断で行う）の方向を受け、坂出市でも『独自のまち

づくりを目指して－都市計画における線引き問題－』と題した特集を

組み、議論を積み重ねてきた。平成 13年、市議会において「坂出市に

おける線引き廃止に関する意見書」が全会一致で採択され、 12小学校

区単位で  347自治会の住民対象の説明会を 17回、コミュニティ組織対

象の説明会を 29回開催し、平成 16年５月に区域区分の廃止を行うこと

に決定された。  

 区域区分の見直し後、人口減少の流れを止めるまでには至ってない

が市街化調整区域内での人口減少が緩やかになってきている。市街地

の方が、市外に出るのではなく市街化調整区域に住居を建てるように

なったと思われる。また、区域区分の廃止により、乱開発が起こるの

ではという心配に応え、特定用途制限地域を設けて、ホテル・パチン

コ店等に対する制限を設けている。  

 坂出市は、従前から都市計画税を徴収していなかったため、区域区

分の廃止による混乱はなく、市街地内の農地に対する課税が低くなっ

たため、固定資産税の収入が少し減少したとのことであった。  

西条市は、平成の大合併で２市２町が合併し、令和６年の人口は 10

万  4,000人弱である。  

 西条市は、坂出市と同じく平成 16年５月に区域区分の廃止を決定。

平成 14年５月から２年をかけて、各種団体や住民説明会を開催された

とのことでした。線引き廃止の理由として、①市街化区域と市街化調

整区域の土地価格の格差拡大②市街化調整区域の土地利用規制があり、

調整区域の集落の過疎化・高齢化、祭りなどの集落コミュニティ存続

の危機があったためと挙げられている。   

 区域区分廃止後、特定用途制限地域①産業居住地区（準工業地域並
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の用途規制）②幹線道路沿線地区（準住居地域並の用途規制）③田園

居住地区（第１種住居地域並の用途規制）を設け、無秩序な開発を規

制している。区域区分廃止後、市街地やそれに隣接した市街地周辺に

おいて宅地開発が進んでおり、人口は減少しているものの愛媛県全体

と比較すると緩やかになっており、線引き廃止は一定の成果があった

と捉えている。  

 西条市の線引き廃止は、単独ではなく愛媛県の方向付けのもと、隣

接する新居浜市と同時期に行っており、西脇市においても近隣市町と

動向を一にすることが望ましいといえる。  

 西条市の立地適正化計画は、合併前の２市２町の市街地を中心に４

つの拠点を居住誘導区域と位置付けています。将来の都市像を「各拠

点で歩いて暮らしながら、周辺からも訪れやすいまち」としている。  

 今回の視察を踏まえ、私自身、今回の兵庫県の意向を受け、近隣市

町と連携し、住民説明をしっかりと行った上で、「土地利用計画の見

直し（区域区分の廃止）」を行うべきと考える。  

 

林   晴信  

 坂 出 市 （ 4.8万 人 ） の ジ レ ン マ は 良 く も 悪 く も 瀬 戸 大 橋 で 岡 山 市

（約 70万人・電車で 37分）に繋がり、東隣が高松市（約 41万人・電車

で 15分）、西隣に丸亀市（約 11万人・電車で７分）に挟まれているこ

とにあるだろう。人口拡大期なら立地が良いともいえるが、人口減少

期においては、よりストロー効果が激しくなるともいえる。沿岸部に

大きな工業地帯を有するわりに転出入人口一人負け状態が長く続き、

その原因を住宅が建てられる市街化区域が少ない、規制が厳しい市街

化調整区域が多いことと分析、住民への情報共有を徹底するとともに

区域区分廃止（線引き廃止）に舵を切ったというのだが、時すでに遅

く、人口減少は止まらなかった。しかし、以前ほど調整区域での人口

流出は緩やかになり、一定の効果はあったという事実は、西脇市でも

当てはまるだろう。  

 

  総面積

（㎢）  

市街化区域

（㎢）  

 調整区域  

（㎢）  

 区域外  

（㎢）  

 

坂出市  9,245  1,879  20% 6,889  75% ６   ５ % 

高松市  19,433  4,754  24% 10,251  53% 4,428  23% 

丸亀市  6,459  1,340  21% 1,036  16% 4,083  63% 

宇多津町  807  529  66% 278  34% ０   ０ % 

        

西脇市  13,244  607  ４ % 7,198  54% 5,439  41% 
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改めて見ても西脇市は市街化区域が極端に狭く、調整区域が広いこ

とがよくわかる。なお、加東市は西脇市より総面積は多いが、都市計

画区域自体が少なく調整区域は少ない。加東市の都市計画マスタープ

ランを読んでみると面白い記述があって、「市街化調整区域でもとも

とは田であった箇所や、東条地域（区域区分無し）の天神地区周辺な

どで建物用地が増加」とあるのである。加東市が区域区分廃止にあま

り乗り気に見えないのはここに原因があるのではなかろうか。つまり

調整区域でも宅地転用可が多いことにある（農振農用地が少ない ？）  

西脇市が現段階で区域区分を廃止したところで、全体的な人口減少

の流れがストップするはずもないが、現状よりも調整区域の人口流出

は緩やかになるというのは予想される。西脇市の人口減少が顕著なの

は、調整区域であり、これは都市計画区域外より減少率が大きいこと

から、住宅規制によるものなのは明らかといえるだろう。坂出市も後

述の西条市もともにこの問題をクリアするために区域区分を廃止した。

「さて、西脇市はどうする」というのが現在点といえる。  

 視察の時にも言ったが、西脇市も属する東播都市計画が歯抜けにな

るということは考えられない。つまり加西市が区域区分廃止を決めた

以上、もし加東市が区域区分廃止を決めるとしたら、北部の西脇市と

小野市だけで東播都市計画が成立するわけもないし、そもそも 、もし

三木市が区域区分廃止を決めた段階で北播地域における東播都市計画

自体が成立しないのではないかと思われる。そんな意味からも主体性

をもって区域区分廃止に向かうべきだと私は考えている（他市に引き

ずられて廃止はみっともない論＝シティプライドの毀損）。  

 案 外 知 ら れ て い な い が 、 市 街 化 調 整 区 域 は 制 定 当 初 の 定 義 と し て

「市街化調整地域は、一定の期間は市街化を抑制または調整する地域

として、その限りにおいて農地転用は許可とならず、 課税は当然農地

の課税が適用される」ものである。つまり「一定の期間は」市街化を

抑制または調整する地域であり、永遠ではないということ。これは制

定の議論当初からある私有財産の制限は憲法に反するのではないか、

との意見に拠るものである。  

 

※憲法第 29条  財産権は、これを侵してはならない。  

 ③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひること

ができる。  

 現在までも調整区域の土地等は制限されているが、なんら補償はな

い。（農振農用地は公費で耕地整理等が行われているので別）  

 もう一つ付け加えておくと、都市計画と立地適正化計画の関係につ

いてである。混同している議員も多いが都市計画とは「規制」、立地
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適正化計画とは「誘導」である。どちらが自由で民主的なのかは言う

までもない。「規制」と「誘導」は似ているようで別物である。  

 坂出市では区域区分廃止にあたり、住民の合意形成を随分丁寧にや

ってきている感がある。市の広報による全３回の特集ページ（都市計

画における線引き問題）は、若干誘導気味な感じは否めないが市民に

わかりやすく書かれている。また坂出市議会も早い段階で「線引き廃

止の意見書」を決議しており、「鳴くまで待とうホトトギス」と行政

が意思決定するまで待とうとする議会議員とは大違いである。議会と

語ろう会で住民の意見を聞くことさえ避けようとして いる一部の議員

には失望しかない。議会は市民の意見を聞かなくていいが、同じ口で

行政は市民の意見を聞けという。どういうことだろう と理解に苦しむ。  

 西条市（約 10万人）は、東隣りに今治市（約 15万人・電車で 22分）、

西隣りに新居浜市（約 11万人・電車で７分）と人口規模が似た都市が

集まっているが、商業施設などは今治市や新居浜市に集中しており、

実際に元々調整区域であった新居浜市寄りの地区に住宅街が形成され

つつあるのも拝見した。大型商業施設（ショッピングモール）が新居

浜市にあるからだと市の職員からお聞きした。  

 宿泊先（ルートイン伊予西条）近辺の風景を眺めていると 、広い道

路の両脇に商業施設が立ち並び、その裏に比較的新しい住居が立ち並

んでいて、同時に田畑も点在していたので、「もしやここは調整区域

だったのでは」と思い、翌日の視察で尋ねてみると、やはりその通り

で、区域区分廃止後に発展したエリアのようだった。観察してみると

商業施設に加え、ホテルが数軒あり、公営住宅と思しき建物もあった

ので、区域区分廃止と沿道サービス地域が上手くかみ合っている感じ

がした。「区域区分廃止後の市民の評価は」との問いには「特にアン

ケートを取ったわけではないのでわかりません」と謙遜していたが、

少なくとも道が広がり、商業施設が立ち並び、新しい住宅も増えた地

域は喜んでいることだろう。旧西条市市街化区域に隣接した旧調整区

域に開発が広がったが、旧西条市市街化区域の人口も減っていないの

で、スプロール現象ということでもない。スプロール現象とは意図せ

ぬ無秩序な開発を指すことであり、西条市は意図した開発になってい

ると感じた。ただ、市役所周辺の旧市街地は道も狭隘で商店街も活気

があるようには見えず、今後、区画整理なり再開発事業でもやらない

限りは空洞化の懸念もあるように感じた。これは駅前の大手スーパー

が撤退するなど衰退化の兆しを感じる坂出市も同じである。もちろん

財源論など無視した話にはなるが。  

 西条市も坂出市も市を横断する鉄道駅を中心として市街地が形成さ

れている。西脇市から見れば羨ましい話だ。しかし縦軸が無いためか、

口を揃えて「車社会なんです」という。車社会からの脱却はなかなか
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難しいが、駅を中心としたコンパクト＆ネットワークなまちづくりを

市が目指している（立地適正化計画）ので、今後どうアプローチして

いくのかは興味深い。  

 さて、西脇市の総務産業常任委員会でも都市計画審議会でも、区域

区分を廃止すると市の事務作業が膨大になって大変という説明があっ

たので、西条市さんから区域区分廃止後から令和５年度までの事務量

（申請や届け出数）のグラフを提供いただいた。資料を見てもらえれ

ばわかるが、廃止直後は新築建物確認件数や農地転用許可件数で急増

しているものの、事務をしない私がいうのも何だが、１～２年を過ぎ

れば熱も冷め、大した数であるようには思えない。西条市の当時担当

であった職員からは「災害も重なったので大変だった」とは 言ってい

たが、県からの派遣や特別に職員数を増やしたようなことはな いとの

ことだった。今より事務量が増えるのは間違いないが、そう恐れる こ

ともないのではと感じた。これは市の内部組織の問題だろう。  

 何度も書くが、規制はないのが自然。規制するには明確な理由が必

要である。西脇市で自然や景観を破壊するような乱開発は起こり得な

い。むしろ、自然や景観を破壊するような開発は都市計画で規制でき

ていない分野ではないかと思える（大規模発電設備等）。  

 コンパクト＆ネットワークなまちづくりは否定しないが、それは規

制ではなく誘導、住民の意思で行うものであって、私有財産を制限し

て強制で行うものではない。形は時代とともに変わることを意識して

常にアップデートしてほしいものだと強く思う。ダーウィンの進化論

ではないが、アップデートできないものは滅びゆくことを忘れてはな

らない。  

 

 



議会基本条例検証事項についての改善策（案） 

 

問 18 議員相互間の自由な議論を尽くし、合意形成に努めたか？ 

【改善案】 

・委員会においては委員長の采配が大事で、課題点や問題点を摘出し、その改善策について

議論を行う。 

・修正案、附帯決議の他、執行においての注意点等を委員会審査報告に明記するよう努める。 

・所管常任委員会で事業の執行状況確認を行う中、所管事務調査事項として特出して来年度

予算編成に向けての市長申入れを行うよう努める。 

 

問 27 一問一答方式での質疑質問で、論点や争点を明確にしたか？ 

【改善案】 

・一般質問の研修を実施する。特に１期目議員は一般質問の研修を受けたことがないので、

研修してスキルアップを目指す。 

・一般質問を含め質疑・質問は充分な事前調査をしてから行う。思い付きではなく普段の議

員活動の中で常日頃考えていることを形にする。 

・定例会後の反省会で遠慮なく指摘し合ってレベルアップを図る。 

 

問 32 政策等の審議にあたり、立案や執行における論点や争点を明確にし、さらには執行

後における政策評価に資する審議に努めたか？ 

【改善策】 

・予算審査時に提出される政策形成過程資料に記載されている事業については、所管常任委

員会で進捗状況の報告をもらって執行確認をしていく。 

・事務事業評価対象事業については、当初に事業目的、事業目標等を明らかにしておく。 

 

問 42 市民との意見交換を行い、議会の運営改善、政策提言等に生かせたか？ 

【改善策】 

・議会と語ろう会も形を変えたので、成果が出るまでにもう少し時間がかかるのではないか。 

・運営は班任せなので、人数によってはテーブルも取り払って椅子だけで車座になって意見

を交換する形も良い。ただ、対面型の教室方式はやめるべき。 

・現在、３人だけでやっているので、書記に関してはボイスレコーダーの活用や、傍聴議員

の協力を仰ぐ。 

 

問 60 継続的な議会改革に取り組んだか？ 

【改善策】 

・議会改革を初めた時の熱意が冷めてしまっているところもあるので、原点に帰って「何の

ためにやっているのか」の確認に努める。 

・改革論議を議会運営委員会だけでやるのではなく（積極的傍聴の推奨）、議員協議会のよ

うな場で議論をする必要もあるのではないか。 

・ハラスメント研修を受けたなら、その研修を受けてさらに近隣市のように「議員からのハ

ラスメント職員アンケート」や、アンケート結果によっては「ハラスメント防止条例」を



制定するなど、研修を受けてどう動くかが大事。 

 

問 64 検証の結果、改善の必要がある場合適切な措置を講じたか？ 

【改善策】 

・検証の結果の改善措置は誰の責任下であるのか明記する必要がある。責任が曖昧だから推

進役が存在しない。（基本的には議長が責任者） 

・令和５年度の検証しての改善策が本当に機能したかの検証が必要。 



第 51 回北はりま消防組合議会臨時会 

報告者 村岡栄紀 

日 時 ：令和 6年 7 月 3日（水） 午後 2時 40 分開議 

場 所 ：北はりま消防組合 西脇消防署 3階大会議室 

出席議員：浅田康子 村岡栄紀 

副議長の選挙 

下江一将議員（加西市議会）が選出 

 

承認第 1号 専決処分の承認を求める件 

（兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更について） 

 

第 8 号議案 北はりま消防組合職員定数条例の一部を改正する条例制定の件 

（職員の定数を 208 人から 218 人に改め、定数外の職員の規定を削る。） 

（質問）人口が減少するのに職員を増やすのはあり得ない。一拠点で 24 時間体

制をあきらめるなど見直せば職員は減らせるのではないか。 

（答弁）今回の定数条例の改正は、職員数を増強するための定数増ではなく、定

年引上げの段階的移行期間に対応していくためのものである。 

賛成 5 反対 2 賛成多数で可決 

 

第 9 号議案 小型動力ポンプ付き水槽車（Ⅱ型）購入の件 

購入予定金額 91,300,000 円（有限会社 西垣消防機具製作所） 

 

第 10 号議案 救助工作車（Ⅱ型）購入の件 

購入予定金額 201,080,000 円（有限会社 西垣消防機具製作所） 

 

第 11 号議案 高規格救急自動車購入の件 

購入予定金額 61,160,000 円（兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業部） 

 

同意第 1号 北はりま消防組合監査委員（組合議会議員）の選任の件 

大畑一千代議員（加東市議会）が選出 

 

同意第 2号 北はりま消防組合公平委員会委員の選任の件 

角田幸子氏（西脇市黒田庄町福地 532 番地）が選任 

 

第 9 号議案～同意第 2号は全会一致で可決  



令和６年８月７日議員協議会 坂部武美 

 

令和６年７月北播衛生事務組合議会臨時会 

 

１ 開催日時 令和６年７月22日 

２ 出席議員 寺北建樹、東野敏弘、坂部武美 

３ 付議する事項 

 ・承認第１号 専決処分の承認を求める件 

        兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更の専決処分 

        ※組合事務所の位置を兵庫県民会館内から神戸ハーバーランドセンター

ビル内に改正 

 ・同意第１号 北播衛生事務組合監査委員の選任の件 

        議会選出監査委員に掘井ひさ代氏(小野市)を選任 

        ※小野市選出組合議員の交代による。申し合わせで議長は加東市、副議長

は西脇市、監査委員は小野市 

 

 いずれも、全員一致で承認、同意する。 


